
別　記

命令書(昭和28年12月8日熊本県指令河第332号) ､許可書(昭和28年

12月8日河第1602号) ､命令書(昭和29年10月12日熊本県指令河第6

24号) ､許可書(昭和29年12月20日熊本県指令河第8号)及び許可書(昭

和30年5月1日熊本県指令河第510号)の全部を次のように改正する｡

水　利　使　用　規　則

国九整14水球第10号

平成15年3月26日

(藤本発　電　所)

(目　的)

第1条　この水利使用は､水力発電のためにするものとするQ

(取水口等の位置)

第2条　取水口及び放水口の位置は､次のとおりとする｡

取水口　　熊本県八代郡坂本村大字葉木字大門山3 6 3 0番5地先(荒瀬ダム)

放水口　　同郡同村同大字字村中4 5 4 7番地先(球磨川右岸)

(取水量等)

第3条　取水量及び使用水量は､次のとおりとする｡

最大取水量　　　　　134.00　m3/S

最大使用水量　　　　134.00　m3/S

常時使用水量　　　　　19.20　m3/S

2　理論水力は､次のとおりとする｡

最大理論水力　　　　　　20,958kw

常時理論水力　　　　　　　3, 142kw

3　荒瀬ダム調整池(以下｢調整池｣という｡ )の最高水位及び最低水位は､次

のとおりとする｡

最高水位　　　　　標高　32.50m

最低水位　　　　　標高　30.40m



(取水及び流水の貯留の条件等)

第4条　取水及び調整池における流水の貯留は､この水利使用に係る権原の発生前

にその権原の生じた他の水利使用及び漁業に支障を生じないようにすること｡た

だし､既に調整池に貯留された流水を引き続き貯留すること又はこれを取水する

ことについては､この限りではない｡

2　河川管理者は､必要があると認めるときは､この水利使用を行う者(以下｢水

利使用者｣という｡ )に対し､前項の規定を守るため必要な水利使用者がとるべ

き措置を指示することができる｡

(河川工事等による支障の受忍)

第5条　水利使用者は､河川工事その他河川の管理に属する行為により通常生ずる

流水の汚濁その他の支障については､この水利使用を行う権利をもって河川管理

者に対抗することができない｡

(工作物及び土地の占用)

第6条　工作物の位置又は土地の占用の場所及び占用面積は､次の表のとおりとするo

区分 儘萎ﾉZ�,ﾈ見'YiH,ﾙ7�&�,ﾉ�駅�,ﾈ�ｨ��占用面積 

荒瀬ダム 从Yh��ﾈﾛhｭﾘﾄigｸﾊyJｩ�8ﾅ8ﾞ)gｹ�ｩ�X鬨ﾗ)�8鬨彙�8,106.85m2 

ノ上416番地先 

右岸同郡同村大字葉木字大門山 

3631番2地先 

取水施設 偃i�Xﾏｸ,ﾈ見'X,ﾉUﾈ麌,�:�+h�ｲ�178.67mB 

放水路 兩ｩ�Xﾏｸ,ﾈ見'X,ﾉUﾈ麌,�:�+f��3,478.22m2 

計 ��ll,763.74m2 

(許可期限)

第7条　許可期限は､平成22年3月31日とする｡



(取水量の測定等)

第8条　水利使用者は､毎日の取水量を算定し､年ごとにその結果をとりまとめて､

翌年の1月31日までにこれを九州地方整備局長(以下｢局長｣というo )に報

告しなければならないC

(調整池及びダムの状況に関する測定等)

第9条　水利使用者は､次の表に定めるところにより､調整池及び荒瀬ダム(以下

｢ダム｣という｡ )の状況に関する測定を行い､年ごとにその結果をとりまとめ

て､翌年の1月3 1日までにこれを局長に報告しなければならない｡

測定すべき事項 ��ｩ.�,ﾈ���B�

調整池の水位.調整池-の流入量 冑�?｢�

ダムからの放流量 兩ｩzﾈ,ﾈ,(,r�

調整池及びその末端付近の堆砂の状況 傅ﾘ,�*ﾘ,h.�h吋�����

(申請に係る対策の実施)

第1 0条　水利使用者は､申請書添付図書七に記載された｢地元の要望を考慮して

企業局が今後行う対策｣ (以下｢対策｣という｡ )の実施については､確実にこ

れを行わなければならない｡

2　水利使用者は､前項の対策について､年度ごとにその実施状況をとりまとめて､

すみやかに局長に報告しなければならない｡

(調整池の水質改善のための放流及び下流への土砂供給の実施)

第1 1条　水利使用者は､前条に規定する対策のうち､ ｢調整池の水質改善のため

の放流｣及び｢下流-の土砂供給｣ (以下｢放流等｣と総称する｡ )については､

当面､当該放流等による効果及び河川環境-の影響を確認するため､試験的運用

を行わなければならない｡

2　水利使用者は､前項に基づく試験的運用に係る全体実施計画及び毎年度の実施

計画(以下｢計画｣と総称する｡ )を策定し､あらかじめ､河川管理者の承認を

受けなければならない｡これを変更しようとするときも同様とする0

3　河川管理者は､河川管理上必要があると認める場合には､前項の計画の変更に

ついて指示することができる｡



(対策の実施結果に基づく措置)

第1 2条　河川管理者は､第1 0条第1項の対策の実施の結果､河川の状況の変化

その他当該河川に関する特別の事情により､河川管理上支障を生ずると認める場

合には､水利使用者がとるべき必要な措置を指示することができる0

(操作規程)

第1 3条　水利使用者は､第1 1条第1項の試験的運用の結果を踏まえて､操作規

程の変更について河川法第4 7条第1項の規定による承認の申請をしなければな

らない｡

(河岸の維持)

第1 4条　湛水区域の境界付近の河岸及び放水口付近の河岸は､崩壊することがな

いように維持しなければならない｡

(水路等の変更等の東認)

第1 5条　水利使用者は､この水利使用に係る取水口から放水口までの間の流路を

形成する工作物で河川区域外にあるものを変更し､又はこれを改築しようとする

ときは､あらかじめ､河川管理者の承認を受けなければならないC　ただし､その

変更が軽微なものであるときは､この限りでない｡

(申請等の経由)

第1 6条　この水利使用規則により河川管理者又は局長に対してなすべき承認の申

請又は報告は､九州地方整備局八代工事事務所長を経由してしなければならない｡

(ダム等の撤去)

第1 7条　水利使用者は､ダム等の撤去を行おうとするときは､撤去計画を作成の

うえ､河川法上必要な許可の申請をしなければならない｡

(標識の掲示)

第1 8条　水利使用者は､局長の指示するところにより､この許可に係る水利使用

の内容その他必要事項を記載した標識を掲示しなければならないC



(失　効)

第1 9条　この水利使用に関する河川法の規定に基づく許可は､次に掲げるときは､

その効力を失うo

(1)この水利使用が廃止されることとなる電気事業法の規定による処分があった

とき｡

(2)この水利使用が廃止されたときo

(3)許可期限が到来したとき｡

(この水利使用規則の改正)

第2 0条　河川管理者は､この水利使用規則を整理する必要があると認めるときは､

これを改正することができる｡


